
養父市

豊岡市

香美町

新温泉町

朝来市

丹波市

丹波篠山市

三田市

明石市

播磨町

高砂市
稲美町

伊丹市
加古川市

宍粟市

佐用町

上郡町

赤穂市

太子町

姫路市

福崎町

市川町
西脇市

加西市

小野市
三木市

加東市

淡路市

家島諸島

南あわじ市
洲本市

神河町

相
生
市

西
宮
市

宝
塚
市

川
西
市

猪
名
川
町

尼崎市

た
つ
の
市

多
可
町

神戸市

芦
屋
市

中国自動車道

山陽自動車道
山陽本線

福
知
山
線

姫新線

山陽新
幹線

加
古
川
線

播
但
自
動
車
道

但馬

神戸・阪神

播磨

淡路

丹波

兵庫県ひょうごの空き家を活用した

のしおり （令和元年度版）

移住・起業 ひょうご五国の魅力
　都市もあれば豪雪地帯もあるなど、県内で全く異なる生活を楽しめるのもひょうごの魅力のひとつ。
　また、高速道路の延伸や、新幹線・飛行機を使ったアクセスなどで、県内各地への移動もどんどん
便利になってきており、ひょうごの魅力をより身近に体感できる環境が整ってきています。
　また、「カムバックひょうごセンター」では、移住等に関する様々な情報を提供しています。
カムバックひょうごセンター または TEL : 078-360-9971 まで。

城崎温泉

姫路城

竹田城跡

淡路のたまねぎ

龍野城下町

京都府

大阪府

岡山県

鳥取県

丸山集落

播磨の海の幸

神戸
ポートタワー

丹波の山の幸

但馬の海の幸

あわじ花さじき

【発行】
兵庫県県土整備部住宅建築局

住宅政策課
TEL:078-341-7711（内線4844）

01土P2-037B5
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住宅型
（一般タイプ）

対　象
工事費

一
戸
建
て
の
住
宅

共
同
住
宅

100～
200万円 50万円 100～

200万円 75万円 150～
250万円 66.6万円

100～
200万円 50万円 100～

200万円 75万円 150～
250万円 66.6万円

200～
300万円 75万円 200～

300万円 112.5万円 250～
350万円

250～
350万円 100万円

100万円
1,000万円 500万円

700万円 350万円

300万円
～ 100万円 300万円

～ 150万円

200万円
～ 66.6万円 200万円

～ 100万円

350～
450万円 133.3万円

450万円～ 150万円

補助金額の
上限

（補助率1/3）
対　象
工事費

補助金額の
上限

（補助率1/3）
対　象
工事費

補助金額の
上限

（補助率1/2）
対　象
工事費

補助金額の
上限

（補助率1/2）

住宅型
（若年・子育てタイプ） 事業所型 地域交流拠点型

(ア) 対象経費区分
（百万円）

5以上、10未満

10以上、20未満

20以上、30未満

30以上

(イ) 補助額

一般

2,500千円

3,500千円
5,000千円
8,500千円
10,000千円

歴史的建築物

郊外型住宅団地再生先導的支援事業

の
空
き
家
活
用
支
援
制
度

県
　急激な人口減少・高齢化による地域活力の低下、空き家・空き地の増加等
が懸念されているニュータウンにおいて、地域、行政、事業者等が連携した活
性化への取組を進めるため、市町や地域住民に対し、ニュータウンの再生に
向けた取組を普及啓発するとともに、先導的なモデルとなる団地において、地
域や市町が実施する再生に向けた取組に対して支援を行う。

１　事業概要

次のすべての要件を満たす団地（原則として、政令市及び中核市を除く区域）
①一定の規模（概ね1,000戸、3,000人）以上で計画された住宅地であること
② 入居開始から概ね30年以上経過していること
③ 人口減少又は高齢化が所在市町の平均より顕著であること
④ 市町が再生に向けた基本的な取組方針等を定めていること

２　支援対象団地

（１）郊外型住宅団地再生コーディネーター派遣事業
　　地域住民の団地再生への機運を高めるため、専門のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを1回当たり
　2人を派遣、合計3回まで派遣
（２）再生計画策定等支援事業
　　団地再生へ向けた検討や計画策定を目的に、専門のコンサルタントへの委託
　を支援　　※最長3年間
（３）転入者住宅取得支援事業
　　団地へ転入する者が、既存住宅を取得して改修する際に利用するローンに
　対して利子の一部を補助　　※最長3年間
（４）若年・子育て向け賃貸住宅供給支援事業
　　民間事業者等が空き家等を買い取り、又は借り上げ、新婚・子育て世帯、学生・
　若年者向けの賃貸住宅とする場合に改修費及び買取費を補助
（５）高齢者住み替え支援事業
　　高齢者が、現に居住している住宅を改修し､若年世帯等に賃貸する場合に
　改修費を補助
（６）域学連携促進事業
　　大学や高校等が住民と連携して、一定期間団地内において、再生方策の
　提案や地域活動をする場合にその経費の一部を補助

３　実施事業

問合せ先：兵庫県住宅政策課 TEL:078-362-3595

問合せ先
【建物調査・再生提案】
ひょうご住まいサポートセンター
  TEL:078-360-2536

【改修工事費補助】   
　兵庫県住宅政策課   
　TEL:078-362-3583

空き家活用支援事業

古民家再生促進支援事業

　空き家（共同住宅の空き室もOK）を住宅、事業所、地域交流拠点として活用しようとする場合
　に、改修費の一部を補助。
（１）事業の対象となる空き家
　　一戸建て住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸のうち、次のいずれにも該当するもの

(ｱ) 築20年以上であること
(ｲ) 台所・便所・風呂等の水回り設備が10年以上未更新
(ｳ) 空き家期間が６箇月以上
(ｴ) 耐震性能を有すること（改修工事に合わせて耐震改修する場合も可）

（２）対象地域
　　政令市又は中核市（姫路市における合併前の旧香寺町、安富町、夢前町及び家島町の区域
　並びにまちなか再生区域を除く。）を除く区域。
（３）対象者
　　空き家を活用する者又は改修する者
（４）対象となる経費
　　空き家の機能回復又は設備改善に必要な改修工事費

１　事業概要

　古民家を地域活動や交流拠点･宿泊体験施設･店舗など地域の賑わいや地域活性化に資す
る施設（地域交流施設等）又は歴史的景観形成地区等で、賃貸住宅として再生するものに対して
改修工事費助成を行う。
＜事業の対象となる古民家＞
築50年以上の伝統的木造建築技術により建設された住宅で、所定の要件を満たすもの

１　事業概要

（１）市街化区域以外の区域の場合

（２）市街化区域の場合
　　市町により異なるため、「市町の空き家活用支援制度」のページをご覧ください。

２　補助額

２　補助額

問合せ先：兵庫県住宅政策課 TEL:078-362-3583



その他の県事業一覧

①-1

①-2

①-3

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

空き家活用支援事業 ( 住宅型 )

空き家活用支援事業 ( 事業所型 )

空き家活用支援事業
( 地域交流拠点型 )

田舎暮らし農園施設整備支援事業

転入者住宅改修工事利子補給事業

子育て向け賃貸住宅供給支援事業

IT戦略推進事業

コワーキングスペース開設支援事業

ふるさと起業・移転促進事業

女性・若手・ミドル・シニア
起業家支援事業

クリエイティブ起業創出事業

ひょうごチャレンジ起業支援貸付

空き店舗等再生貸付

空き床等活用支援事業

商店街新規出店・開業支援事業

商店街空き店舗再生支援事業

空き家等を活用した
障害者の地域交流促進事業

「がんばる地域」交流・自立応援事業

六甲山遊休施設利活用等支援事業

子育てほっとステーション事業

商店街シンボル建築物再生支援事業

人生いきいき住宅助成事業

古民家再生促進支援事業

ひょうご住まいの耐震化促進事業

一戸建ての空き家や共同住宅の空き住戸を住宅として活用するための改修等を支援

一戸建ての空き家や共同住宅の空き住戸を事業所として活用するための改修等を支援

一戸建ての空き家や共同住宅の空き住戸を地域交流拠点として活用するための改修等を支援

遊休農地等の活用を前提に、空き家を住宅や二地域居住の拠点、農林漁業体験民宿とし
て活用するための改修、及び農地の復旧や施設の整備を支援

オールドニュータウン転入者の既存住宅の改修を支援

既存住宅等を地域優良賃貸住宅として活用する場合の買取又は改修を支援

新たにＩＴ事業所等を開設するための改修費等を支援

新たにコワーキングスペースを開設するための改修費等を支援

ＵＪＩターン者の起業等を支援

女性・若手・ミドル・シニアの起業等を支援

新たな価値や市場を生み出す起業家の起業等を支援

事業番号⑦⑧⑨の申請書に対して資金を融資

空き家等を活用して事業を行う場合に資金を融資

閉鎖された事業用建物やオフィスビルの空き床を活用する際に、改修費等を支援

やる気ある商業者の新規出店・開業促進及び子育て・高齢者支援等、地域の交流や生活
支援を図る施設の設置運営を支援

空き店舗を借り上げ、商店街に必要な出店者を誘致する取組を支援

空き家等を借り上げ、障害福祉サービス事業所等が賃金向上等に関する事業に活用する
場合の改修等を支援

多自然地域の遊休施設を活用した稼ぐしくみづくりを構築するための計画策定・改修を支援

六甲山上に所在する遊休施設を不特定多数の方が利用可能な集客施設として活用する場
合の改修等を支援

空き家等を子育て支援事業の実施スペースとして活用するための施設整備等を支援

商店街の歴史を物語るシンボル的な建築物を改修し、にぎわい・交流の拠点として再生
する場合の設計及び改修工事費を支援

高齢者等に対応したバリアフリー化住宅への改造等を支援

既存ストックの有効活用、伝統的木造建築技術やまちなみ景観の維持・継承を図るため、
古民家の再生を支援

昭和 56 年５月以前の「旧耐震基準」の住宅の耐震改修等を支援

改修費 

改修費 

改修費 

改修費、農園施設整備費 

改修費 ( 利子補給 ) 

買取費、改修費 

賃借料、通信回線使用料、人件費 ( 高度 IT人材 )、改修費、事務機器取得費 

賃借料、通信回線使用料、人件費 ( 高度 IT人材 )、建物改修費、事務機器取得費 

起業に要する経費、移住に要する経費、空き家改修費等（メニューにより対象経費が異
なります。） 

起業に要する経費、空き家改修費 

起業に要する経費、研究開発に要する経費、空き家改修費 

融資（改修等設備資金、運転資金） 

融資 ( 改修等設備資金、運転資金 ) 

改修費、賃借料 

改修費、賃借料 

改修費、賃借料、広報宣伝費等運営費、引越経費 

機器購入費等、賃借料 

計画策定費、拠点整備費 

改修費、耐震改修費、建替費 

施設整備費、事業運営費 

設計費、改修工事費（備品に関するものを除く。） 

改修費等 

建物調査 ( 専門家派遣 )、再生提案（専門家派遣）、改修費 

計画策定費、改修費 

住宅政策課

住宅政策課

住宅政策課

楽農生活室

住宅政策課

住宅政策課

新産業課

新産業課

新産業課

新産業課

新産業課

新産業課

地域金融室

産業立地室

経営商業課

経営商業課

ユニバーサル推進課

地域振興課

土地対策室

男女家庭課

都市計画課

都市政策課

住宅政策課

建築指導課

078(362)3583

078(362)3583

078(362)3583

078(362)9198

078(362)3583

078(362)3583

078(362)3054

078(362)4157

078(362)4157

078(362)4157

078(362)4157

078(362)4157

078(362)3321

078(362)4157

078(362)3326

078(362)3326

078(362)3261

078(362)4314

078(362)9297

078(362)4185

078(362)9296

078(362)4298

078(362)3583

078(362)4340

事業名 事業概要 対象経費 担当課室 連絡先事業
番号
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▲ 各市町の営農下限面積
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補
助
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度
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用
し
よ
う
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業
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と
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も
、
営
農
面
積
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あ
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各
市
町
で
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す
。
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い
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県と連携した空き家活用支援事業

子育て支援家賃補助制度
結婚新生活支援事業
転入促進事業
結婚新生活支援助成制度
新婚世帯家賃補助事業
新婚世帯家賃等補助金
結婚新生活支援補助金
お試し居住補助金
結婚新生活支援事業
新婚世帯向け家賃補助制度
新規就農者支援事業
結婚新生活支援事業
若者世帯向け家賃補助事業
新婚世帯家賃補助金交付事業
新婚世帯家賃助成事業
結婚新生活支援補助金
新規就農者等家賃補助金交付制度
結婚新生活支援補助金
若手農家家賃支援事業
やぶ暮らし住宅支援制度
あさご暮らし住宅取得等応援事業（家賃助成）
空き家利活用促進支援（利用準備支援）
空き家利活用促進支援（お試し住宅利用）
新規就農者支援事業（家賃助成）
新婚世帯家賃補助金交付事業
新婚世帯家賃補助制度
新婚世帯家賃補助事業

078-595-6501
078-595-6498
072-784-8069
072-740-1120
079-559-5128
079-441-9904
079-492-9130
079-492-9130
0794-89-2395
0790-42-8740
0790-42-8741
0795-43-0517
0790-34-0002
0791-23-7125
0791-43-6812
0791-52-1114
0791-52-1116
0790-82-0341
0796-23-1127
079-662-3172
079-672-1492
0796-36-1962
0796-36-1962
079-552-1114
0799-24-7641
0799-43-5205
0799-64-2134

住宅政策課
住宅政策課
住宅政策課
政策創造課
都市再生課
未来戦略推進室
企画課
企画課
縁結び課
産業振興課
農政課
都市政策課

ひと・まち・みらい課
定住促進室
市民対話課
健康福祉課
産業振興課

さよう子育て支援センター
農林水産課
やぶぐらし課
総合政策課
企画課
企画課
農都政策課
魅力創生課
ふるさと創生課
子育て応援課

神戸市

伊丹市
川西市
三田市
高砂市

稲美町

三木市

加西市

加東市
神河町
相生市
赤穂市

上郡町

佐用町
豊岡市
養父市
朝来市

香美町

丹波篠山市
洲本市
南あわじ市
淡路市

市町名 事業名 担当窓口 連絡先

市川町

福崎町

神河町

相生市

赤穂市

宍粟市

たつの市

太子町

上郡町

佐用町

豊岡市

香美町

新温泉町

養父市

朝来市

丹波篠山市

丹波市

洲本市

南あわじ市

淡路市

30a（1 ㎡）

30a（1 ㎡）

30a（1a,10a）

30a

30a（1a）

30a（1a,10a）

30a（1 ㎡）

30a

30a（1 ㎡ ,10a）

30a（1 ㎡）

40a（1 ㎡）

30a（1 ㎡）

30a

10a（1a）

30a（1 ㎡）

30a（1 ㎡）

30a（1a,10a）

50a

50a（30a）

40a（30a）

市町名
下限面積

（  ）内：農業委員会が特に
指定した区域の場合

市町名
下限面積

（  ）内：農業委員会が特に
指定した区域の場合

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

川西市

三田市

猪名川町

明石市

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

姫路市

10a

20a

10a（5a）

50a（20a）

10a

30a（10a）

10a

30a（1 ㎡）

30a

30a（10a）

30a（20a, 概ね 1a～5a）

20a

40a

20a

30a（1 ㎡）

20a

40a（1a）

30a（1a）

30a（1 ㎡）

30a（1 ㎡）

30a

芦屋市
川西市
加古川市
高砂市
稲美町
西脇市
加西市
加東市
多可町
神河町
市川町
相生市
赤穂市
たつの市
丹波篠山市

1,000（666）
― 
500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,000（666）

500
1,500
1,500

1,500（1,000）
1,000
―
2,000
1,500
2,000
2,000

1,500（1,000）

750
2,000
2,000

該当区域なし

1,500（1,166）
― 
―
1,500
1,500
1,500
2,250

1,500（1,166）

2,500
2,250
2,250

5,000（3,500）
2,000
―
―
―
―
5,000

5,000（3,500）

―
2,500
―

1,500
2,000
2,000

1,200
2,000
2,000
500
2,000
2,000
2,000

1,500
2,250
2,250

2,250
2,250
2,000
750
2,250
2,250
2,250

1,500
2,000
3,000

1,600
3,000
2,000
2,500
3,000
3,000
3,000

― 
― 
7,500

県制度による
7,500
― 
― 
5,000
― 
7,500

県制度による
県制度による
県制度による
県制度による

社の市街化区域以外の区域は、県制度による

住宅課
住宅政策課
住宅政策課
都市政策課
都市計画課
次世代創生課
きてみて住んで課
都市政策課
定住推進課

ひと・まち・みらい課
住民環境課
地域振興課
都市整備課

まちづくり推進課
創造都市課

0797-38-2721
072-740-1205
079-427-9327
079-443-9033
079-492-9143
0795-22-3111
0790-42-8729
0795-43-0517
0795-32-4776
0790-34-0002
0790-26-1011
0791-23-7130
0791-43-6827
0791-64-3167
079-552-5106

市街化区域 市街化区域以外の区域
電話番号担当課

地域交流拠点型事業所型
住宅型

一般世帯 若年・子育て世帯
住宅型

一般世帯 若年・子育て世帯
地域交流拠点型事業所型

単位：千円
（  ）は共同住宅への補助制度がある場合の補助額。補助金額は最大額。

該当区域なし
該当区域なし

該当区域なし



市町の支援制度一覧

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

宝塚市

川西市

三田市

加古川市

高砂市

稲美町

西脇市

三木市

加西市

加東市

多可町

姫路市

神河町

市川町

福崎町

相生市

里づくりの拠点施設等改修
支援事業（交流施設型）
里づくりの拠点施設等改修
支援事業（定住・起業型）
里づくりの拠点施設等改修支援
事業（神戸農泊･お試し移住型）

空家活用支援事業

空き家再生等推進事業

空き家地域利用部分
リフォーム補助事業
子育て支援リノベーション
住宅取得補助制度

空家活用アドバイザー派遣事業

子育てファミリー世帯及び新婚世帯
向け空家改修費補助事業

空家エコリフォーム補助事業

空き家等地域活用支援事業

芦屋市空き家活用支援事業

空き店舗等出店促進補助金

商店街空き店舗活用事業補助金

川西市空き家活用支援事業

３世代同居助成事業

マイホーム借上げ制度推進事業

三田市空き店舗リニューアル
創業支援補助金

空き家活用支援事業

空き家活用支援事業

空き家活用支援事業

空き家活用支援事業

起業・第二創業促進支援事業

産業立地促進賃料補助事業

UIJ ターン住宅取得支援事業

空き店舗活用補助事業

空き家改修事業

空家活用支援事業

住宅リフォーム助成事業

IT関連事業振興支援補助金事業

創業・起業支援補助金

空き家活用支援事業

中古住宅購入助成事業

あったか家族多世代

空き家改修支援事業
（交流施設型）

創業促進事業

空き家活用支援事業

空き家活用支援事業

空家再生等推進事業

空家活用支援事業

地域の特色を活かして都市住民との交流等を実施する拠点となる施設の整
備費を補助
神戸･里山暮らし空家ﾊﾞﾝｸに登録されている空家等を専用住宅として取得又
は賃借する場合の空家の整備費を補助
農業体験等と組み合わせて宿泊業を営む施設の整備や、新規就農者等を
対象とした短期滞在型住宅施設の整備費を補助

空き家の片付けに要する費用を補助

空き家住宅等を地域の活性化に資する地域活動や地域住民の交流拠点等の
用途に活用するための改修費を補助
地域活用を行う際に支障となっている部分（トイレや台所等の水廻り等）
の部分的な改修費を補助

より子育てしやすい住環境を確保するためのリノベーションを支援

空家の活用・流通などのアドバイスを行う宅地建物取引士などの専門家を
無償で派遣
子育てファミリー世帯または新婚世帯が一戸建ての空家を取得し、その改
修を行った場合の改修費用の一部を補助
一戸建てまたは共同住宅の空家を取得し、エコリフォームを行った場合の
改修費用の一部を補助
空き家等を活用し、地域コミュニティ活動などの公益的な目的のために活
用する場合に費用などの一部を補助
空き家を地域コミュニティ活動や、若年・子育て世帯の移住・定住のため
に活用する場合等に改修費の一部を補助
市が指定する区域の空き店舗等を活用して事業を開始する方に、出店に係
る改装に要する経費等を補助
商店街の空き店舗を活用して事業を開始する方を対象として、その家賃を
補助
空き家を購入し定住する若年子育て世帯に対し、空き家の機能回復又は設
備改善に必要な工事に要する経費の一部を助成
市内に住む親の住宅をリフォームし、市外から転入して同居する子育て世
帯に費用等の一部を補助
( 一社 ) 移住・住みかえ支援機構が行うマイホーム借上げ制度の利用に必要
な費用の一部を補助
市内の空き店舗を活用して事業を開始する創業者に、空き店舗の改装に要
する経費に対し、補助金を交付
市街化調整区域の空き家を賃借し、新たに飲食・小売業を営む者に対し、
家賃等の一部を補助
空き家ﾊﾞﾝｸに登録された住宅を、居住用･賃貸住宅用の住宅又は事業所とし
て活用しようとする場合に費用の一部を補助
空き家を住宅・事業所として活用する場合に、空き家の機能回復及び設備
改善に要する費用の一部を補助
空き家を住宅・事業所として活用する場合に、空き家の機能回復及び設備
改善に要する費用の一部を補助
市内で新たに起業又は第二創業を行う者に対し、対象経費の２分の１を補
助（上限 100 万円）。移住の場合は加算措置あり。
空き家、空き店舗等を活用して新たにＩＴ関連の事業を実施する方に対し、
対象経費の一部を補助

移住する若者世帯の住宅購入を支援

空き店舗を活用した店舗・オフィス開設のための賃借料や改装費の一部、
市民の新規雇用に対して補助。
空き家を改修して売却や貸出をする方や購入した空き家を改修する方に一
定の補助。改修工事の 1／ 2（上限 50 万円）
空き家を住宅･事業所･地域交流拠点として活用する場合に、空き家の機能
回復及び設備改善に要する費用の一部を補助
町内業者を利用した 50 万円以上の自宅のリフォーム工事費用の 5％を補助
( 上限 5万円 )。

兵庫県 ICTサテライトオフィス進出支援を受けた人に上乗せ補助。

町内に拠点事業所を置いて、創業・起業をする方に初期経費の2/3を補助 (上
限 20 万円）。
一戸建ての空き家を住宅・事業所として活用しようとする場合に改修費の
一部を補助

中古住宅を購入し 5年以上居住する方に 10 万円を補助

若者世帯が親元での同居や近居のために1,000万円以上で住宅を新築、増築、
改築する場合に 30 万円を補助
空き家ﾊﾞﾝｸ登録物件を交流施設等（宿泊施設、創作活動施設等）として活
用するための改修経費の一部を補助

町内で新たな事業を始めようとする方の、起業に要する費用の一部の補助

一戸建ての空き家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用する者に
対し、その改修に要する費用の一部の補助
一戸建ての空き家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用する者に
対し、その改修に要する費用の一部の補助
地域団体等が空き家を地域交流拠点として活用する場合に、必要な費用の
一部を補助
空き家を住宅･事業所･地域交流拠点として活用する場合に、空き家の機能
回復及び設備改善に要する費用の一部を補助

改修費

改修費

改修費

片付け･処分費用

改修費

改修費

子育てに適した
ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ費用

人件費

改修費

改修費

改修費、家屋内整
理等作業費

改修費

改装費

家賃

改修費

ﾘﾌｫｰﾑ･登記費用
等、引越費用
事務手数料、建物
診断費、改修費

改修費

賃借料、広告宣伝
費

改修費

改修費

改修費

改修等工事費、
賃借料など
家賃、通信回線使
用料

取得費

賃借料、改装費、
雇用促進補助

改修費

改修費

住宅の増築、改築、
修繕工事等
建物改修費、通信
回線使用料など
増改築費、設備備
品取得費など

改修費

住宅取得費

工事費

改修費

改修費、人件費、
賃借料等

改修費

改修費

取得費、改修費

改修費

農政部計画課

農政部計画課

農政部計画課

農政部計画課

空家空地
活用課
空家空地
活用課

すまいるネット

住宅政策課

住宅政策課

住宅政策課

すまいづくり
推進課

住宅課

商工勤労課

商工勤労課

住宅政策課

都市再生課

都市再生課

産業政策課

産業振興課

都市政策課

都市計画課

次世代創生課

商工観光課

商工観光課

縁結び課

産業振興課

きてみて
住んで課

都市政策課

定住推進課

商工観光課

商工観光課

定住推進課

定住推進課

定住推進課

住宅課

ひと・まち・
みらい課
ひと・まち・
みらい課

住民環境課

まちづくり課

地域振興課

078-984-0371

078-984-0371

078-984-0371

078-984-0371

078-322-6518
（8/26～）595-6736
078-322-6518
（8/26～）595-6736
078-222-0186
（9/27～）647-9933

06-6489-6608

06-6489-6608

06-6489-6608

0798-35-3772

0797-38-2721

0797-77-2011

0797-77-2011

072-740-1205

079-559-5128

079-559-5128

079-559-5085

079-427-9756

079-443-9033

079-492-9143

0795-22-3111

0795-22-3111

0795-22-3111

0794-89-2395

0790-42-8740

0790-42-8729

0795-43-0517

0795-32-4776

0795-32-4779

0795-32-4779

0795-32-4776

0795-32-4776

0795-32-4776

079-221-2642

0790-34-0002

0790-34-0002

0790-26-1011

0790-22-0560

0791-23-7130

赤穂市

たつの市

宍粟市

上郡町

佐用町

豊岡市

養父市

朝来市

香美町

新温泉町

丹波篠山市

丹波市

洲本市

南あわじ市

淡路市

空家活用支援事業

若者世帯住宅取得支援金交付事業

転入者定住支援金交付事業

商店街空き店舗等活用事業

空き家活用支援事業

空き家家財道具等撤去費支援事業

創業支援事業

若者定住促進住宅取得支援事業
転入者定住促進住宅取得支援事業
宍粟市森林の家づくり応援事業
（空き家改修支援）

宍粟市空き家バンク登録支援事業

中古住宅取得費補助交付制度

三世代同居等世帯支援補助金
交付制度

若者住宅取得応援金

中小企業者創業支援事業

定住促進事業補助金

やぶの空き家活用支援事業

移住起業者支援事業

空き家活用促進事業

にぎわい創出事業

住宅改修費助成金交付事業

空き家活用した ICT関連
オフィス等開設・設置支援事業
空き家利活用促進支援
（利用準備支援）
空き家利活用促進支援
（お試し住宅利用）

移住体験施設開設支援補助金

空き家リフォーム補助金事業

定住促進住宅取得助成事業

温泉配湯助成金事業

起業支援事業補助金

空き家バンク活用住宅改修補助金

空き家活用事業補助金

若者定住支援住宅補助金
[ 市内工務店利用型 ]
若者定住支援住宅補助金
[ 定住促進重点地区型 ]
若者定住支援住宅補助金
[ 三世代同居型 ]

空き家活用支援事業

起業支援助成金

Ｕ.I ターン住宅取得
住まいる奨励金
住まいるバンク空き家
改修補助金 ( 居住型 )
住まいるバンク空き家
改修補助金 ( 開業型 )

空き家利活用地域活性化事業

移住及び定住のための
空き家入居支援事業

定住促進空き家活用支援事業

移住促進空き家改修支援事業

一戸建ての空家を改修し、住宅、事業所、地域交流拠点として活用しよう
とする方に、補助金を交付
45 歳未満の若者世帯が、市内に定住する意思をもって住宅を取得された
場合に、市内で利用できる商品券を交付
市内で住宅を取得し、定住する意思をもって転入し、所定の要件をすべて
満たす方に対し市内で利用できる商品券を交付
商店街の空き店舗を商店街活性化に向け整備利用する場合の家賃及び店舗
改装費の一部を補助
空き家を住宅・事業所として活用する場合に、空き家の機能回復及び設備
改善に要する費用の一部を補助
空き家ﾊﾞﾝｸ登録物件の売買・賃借が成立した場合に、残存する家財道具等
の処分・搬出に要する経費の一部を補助
市内で新たに創業を計画している方に対して、その創業に要する経費の一
部を補助する制度
新たに住宅を取得する転入者の方や、若者世帯に対して住宅取得奨励金を
交付
空き家を取得又は賃貸し、住宅･店舗等に使用するために要する改修費を
補助
空き家バンクに登録するために必要となる家財道具の撤去に要する経費を
補助

定住を目的として中古住宅を取得した場合、住宅取得費の一部を補助

三世代同居・隣居のために住宅を取得又は改修する世帯に対し、費用の一
部を補助
40 歳以下の者が定住を前提に空き家バンク登録物件を購入した場合に応
援金を支給

町内で新たな事業を始めようとする場合に要する費用の一部を補助

市外からの転入者に対し、住宅の改修費、移転費等を補助

空き家を住宅として活用する場合に、空き家の機能回復及び設備改善に要
する費用の一部を補助
市外から移住して、新たに起業する方に、起業に要する経費の一部を最大
200 万円補助
市内の空き家を利用するために行われる改修工事費用の一部を最大 70 万
円補助
市内の空き家・空き店舗を活用して新たに出店される方に経費の一部を補
助
空き家バンクに登録された住宅を改修して居住する場合に、要する費用の
一部を町内で利用可能な商品券で補助
町内にＩＣＴ関連オフィス等を開設または設置する事業者に対し、建物の
改修費等を補助
空き家バンクに登録するために必要となる家財道具の撤去に要する経費を
補助
空き家バンクに登録された住宅をお試し住宅として利用する場合に、家賃
相当額の一部を補助
空き家を利用して移住体験施設を整備・運営を行う事業者等に対し、改修
費等を補助
「新温泉町空き家バンク」に登録している又は登録予定の空き家のリフォー
ム費用の 10％（上限 50 万円）を助成
町内で住宅を新築・購入する、又は改修を行う費用の 10％（上限 50 万円）
を助成（年齢要件等あり）
定住促進住宅取得助成事業と併せて、新たに温泉の配湯を開始した方に、
温泉使用料の基本料金を５年間助成
町内で新たに起業される方を対象に、初期投資費用の 50％（上限 50 万円）
を助成
空き家バンク利用登録者が空き家バンクの物件を住宅として活用するため
の改修を支援
兵庫県の古民家再生促進支援事業を実施して古民家の再生をする場合に支
援

市内工務店を利用して住宅を新築・改修する若者・子育て世帯を支援

定住促進重点地区で住宅を新築・改修・購入する若者・子育て世帯を支援

三世代同居・近居のために住宅を新築・改修・購入する若者・子育て世帯
を支援
兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるもので、住宅や事業所等として
空き家を活用するための改修を支援

空き家バンクの空き家等を活用した起業を支援

U・Iターンで丹波市に移住される方と新たに2世帯同居をされる方に対し、
改修費等の一部を補助
住まいるバンク登録物件の所有者又は移住･定住する購入者もしくは賃借
者が空き家等を改修する費用の一部を補助
住まいるバンク登録物件の購入者又は賃借者が起業するために空き家等を
改修する費用の一部を補助
空き家等を子育て支援活動等の地域活動や都市住民との交流施設として活
用する場合の改修費用の一部を補助

空き家を住宅として利活用するための改修費等を支援

空き家バンクに登録された物件を購入・賃借して、居住のために改修する
場合に、工事費等の一部を補助

空き家を購入して居住のために改修する場合に、改修費等の一部を補助
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※掲載している他にも支援制度がある場合があります。
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兵庫県ひょうごの空き家を活用した

のしおり （令和元年度版）

移住・起業 ひょうご五国の魅力
　都市もあれば豪雪地帯もあるなど、県内で全く異なる生活を楽しめるのもひょうごの魅力のひとつ。
　また、高速道路の延伸や、新幹線・飛行機を使ったアクセスなどで、県内各地への移動もどんどん
便利になってきており、ひょうごの魅力をより身近に体感できる環境が整ってきています。
　また、「カムバックひょうごセンター」では、移住等に関する様々な情報を提供しています。
カムバックひょうごセンター または TEL : 078-360-9971 まで。

城崎温泉
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あわじ花さじき
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